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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　岩石破砕動力を測定する装置であって、
　岩石破砕の間に応力を受ける岩石破砕システム（１４）の少なくともひとつの部材（５
，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１６，１７）と、
　前記部材の磁気的性質の変化に基づいて岩石破砕動力の少なくともひとつのパラメータ
を測定するための少なくともひとつの測定部材（２１，２２）と、
を含む装置において、
　少なくともひとつの要素（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１６，１７
，１８）であって、該要素の少なくとも一部が、測定期間中に外部磁気源によって維持す
る必要がない永久磁化状態にあることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記要素（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１６，１７，１８）の少な
くとも一部が、岩石破砕システム（１４）の外部磁界によって永久磁化状態にあることを
特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記要素は、岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０
ｃ，１５，１６，１７）の少なくとも一部を永久磁化状態にするように配置された永久磁
石（１８）であることを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
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　岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１
６，１７）を少なくとも部分的に囲むように配置されたいくつかの永久磁石（１８）を含
むことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　少なくとも一部が永久磁化状態にある前記要素は岩石破砕システム（１４）の部材（５
，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１６，１７）であることを特徴とする請求
項１又は２に記載の装置。
【請求項６】
　岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１
６，１７）の少なくとも一部を永久磁化状態にするための磁化手段（１８，２８）を含む
ことを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　磁化手段（２８）は岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ
，１０ｃ，１５，１６，１７）の少なくとも一部を永久磁化状態にするための電磁パルス
を供給するように構成されていることを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　磁化手段（１８，２８）は岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，
１０ｂ，１０ｃ，１５，１６，１７）の少なくとも一部を間隔をおいて永久磁化状態にす
るように構成されることを特徴とする請求項６又は７に記載の装置。
【請求項９】
　岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１
６，１７）の少なくとも一部は、岩石破砕システム（１４）における部材（５，５’，９
，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１６，１７）の使用の前に永久磁化状態にされること
を特徴とする請求項５～８の何れか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　岩石破砕システム（１４）は少なくともひとつの永久磁石（１８）又は磁化手段（１８
，２８）が配置される少なくともひとつの空所（２０）を含むことを特徴とする請求項３
，４，６，７，８，又は９に記載の装置。
【請求項１１】
　単一の永久磁石（１８）、永久磁石（１８）のグループ、又は磁化手段（１８，２８）
が少なくとも部分的に周縁構造となるように配置されることを特徴とする請求項３，４，
６，７，８，９，又は１０に記載の装置。
【請求項１２】
　単一の永久磁石（１８）、永久磁石（１８）のグループ、又は磁化手段（１８，２８）
が開放可能であることを特徴とする請求項３，４，６，７，８，９，１０，又は１１に記
載の装置。
【請求項１３】
　岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１
６，１７）が、工具（９）、ドリルロッド（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）、ドリルビット（
１１）、衝撃機構（５）の部材、例えば衝撃機構（５）のフレーム構造（５’）、打撃デ
バイス（１５）、ドリルシャンク（１６）、減衰デバイス（１７）、アダプタ及び結合ス
リーブ、のいずれかであることを特徴とする１～１２の何れか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　岩石破砕動力を測定する方法であって、
　岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１
６，１７）に岩石破砕中の応力を作用させるステップと、
　前記部材の磁気的性質の変化に基づいて岩石破砕動力の少なくともひとつのパラメータ
を測定するステップと、
を含む方法において、
　岩石破砕システム（１４）の部材（５，５’，９，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１５，１
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６，１７）の少なくとも一部を、測定期間中に外部磁気源によって維持する必要がない永
久磁化状態にし、
　その少なくとも一部が永久磁化状態にされた前記部材の磁気的性質の変化に基づいて岩
石破砕動力の少なくともひとつのパラメータを測定する、
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、岩石破砕動力の測定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　岩石破砕システムで岩石を破砕するさいに現れる応力を測定して、それを用いて岩石破
砕を制御することができる。特許文献１及び２は岩石破砕のさいに出現する応力波を測定
し、測定した応力波を利用して岩石破砕装置の動作を制御する一例を開示している。特許
文献３及び４は衝撃荷重を受けた部材に応力波が引き起こす磁気弾性的変化を測定して応
力波のパラメータを決定する信号処理方法及び装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】フィンランド国特許第６９６８０号明細書
【特許文献２】米国特許第４，６７１，３６６号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１９９３２８３８号明細書
【特許文献４】米国特許第６，３５６，０７７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、岩石破砕動力を測定する新しい装置及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は独立請求項の諸特徴によって特徴づけられる。
【０００６】
　ある実施形態では、岩石破砕動力の測定に関する装置は、岩石破砕の際に応力を受ける
岩石破砕システムの少なくともひとつの部材と、該部材の磁気弾性的性質の変化に基づい
て岩石破砕動力の少なくともひとつのパラメータを測定する少なくともひとつの測定部材
と、測定期間中に外部の磁気源によって維持される必要がない永久磁化状態に少なくとも
一部が配置される少なくともひとつの要素、を含む。
【０００７】
　装置のある実施形態では、要素の少なくとも一部分は岩石破砕システムの外部からの磁
界によって永久磁化状態にされる。
【０００８】
　装置のある実施形態では、要素は該岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を連続的
な永久磁化状態にするように配置された永久磁石である。
【０００９】
　装置のある実施形態では、永久磁石は岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を連続
的な永久磁化状態にするように配置される。
【００１０】
　装置のある実施形態では、永久磁石が岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を断続
的に永久磁化状態にするように配置される。
【００１１】
　装置のある実施形態では、装置は岩石破砕システムの部材を少なくとも部分的に囲むよ
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うに配置されるいくつかの永久磁石を含む。
【００１２】
　装置のある実施形態では、単一の永久磁石又は永久磁石のグループが少なくとも部分的
に周縁構造となるように配置される。
【００１３】
　装置のある実施形態では、単一の永久磁石又は永久磁石のグループは開放可能である。
【００１４】
　装置のある実施形態では、単一の永久磁石又は永久磁石のグループは単一の永久磁石又
は永久磁石のグループの構造を岩石破砕システムの部材のまわりに配置するように開放可
能である。
【００１５】
　装置のある実施形態では、単一の永久磁石又は永久磁石のグループは周縁構造となるよ
うに配置され、それを開放して単一の永久磁石又は永久磁石のグループを岩石破砕システ
ムの部材のまわりに配置することができる。
【００１６】
　装置のある実施形態では、少なくとも一部が永久磁化状態にされる要素は岩石破砕シス
テムの部材である。
【００１７】
　装置のある実施形態では、装置は該岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を永久磁
化状態にするための磁化手段を含む。
【００１８】
　装置のある実施形態では、磁化手段は岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を永久
磁化状態にするための電磁パルスを供給するように構成される。
【００１９】
　装置のある実施形態では、磁化手段は岩石破砕システムの部材を少なくとも部分的に囲
むように配置される。
【００２０】
　装置のある実施形態では、磁化手段は少なくとも部分的に周縁構造となるように配置さ
れる。
【００２１】
　装置のある実施形態では、磁化手段は開放可能である。
【００２２】
　装置のある実施形態では、磁化手段は該磁化手段の構造を少なくとも部分的に岩石破砕
システムの部材のまわりに配置するように開放可能である。
【００２３】
　装置のある実施形態では、磁化手段は少なくとも部分的に周縁構造となるように配置さ
れ、それは磁化手段を少なくとも部分的に岩石破砕システムの部材のまわりに配置するよ
うに開放可能である。
【００２４】
　装置のある実施形態では、磁化手段は岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を、間
隔をおいて永久磁化状態にするように構成される。
【００２５】
　装置のある実施形態では、岩石破砕システムの部材の少なくとも一部は、岩石破砕シス
テムにおける部材の使用の前に永久磁化状態にされる。
【００２６】
　装置のある実施形態では、岩石破砕システムは少なくともひとつの空所を含み、少なく
ともひとつの永久磁石又は磁化手段がそこに配置される。
【００２７】
　装置のある実施形態では、岩石破砕システムの部材は、工具、ドリルロッド、ドリルビ
ット、衝撃機構のフレーム構造などの衝撃機構の部材、打撃デバイス、ドリルシャンク、
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減衰デバイス、アダプタ及び結合スリーブ、のいずれかである。
【００２８】
　ある実施形態では、岩石破砕動力を測定する方法は、岩石破砕の間に岩石破砕システム
の部材に応力を加えるステップ、部材の磁気的性質の変化に基づいて岩石破砕動力の少な
くともひとつのパラメータを測定するステップ、岩石破砕システムの部材の少なくとも一
部を測定期間中外部磁気源によって維持する必要がない永久磁化状態にするステップ、及
び少なくとも一部が永久磁化状態にされた部材の磁気的性質の変化に基づいて岩石破砕動
力の少なくともひとつのパラメータを測定するステップを含む。
【００２９】
　方法のある実施形態では、岩石破砕システムの部材の少なくとも一部は岩石破砕システ
ムの外部の磁界によって永久磁化状態にされる。
【００３０】
　方法のある実施形態では、岩石破砕システムの部材の少なくとも一部は、少なくともひ
とつの永久磁石によって、少なくともひとつの永久磁石を含む磁化手段によって、又は電
磁パルスを供給する磁化手段によって永久磁化状態にされる。
【００３１】
　方法のある実施形態では、岩石破砕システムの部材の少なくとも一部は、間隔をおいて
永久磁化状態にされる。
【００３２】
　測定計器のある実施形態では、測定計器は、対象の少なくとも一部を永久磁化状態にす
るための少なくともひとつの磁化手段と、対象に作用する応力に応答した対象の磁気的性
質の変化を記述する少なくともひとつのパラメータを測定するための測定部材を含む。
【００３３】
　測定計器のある実施形態では、測定計器は該対象の少なくとも一部を永久磁化状態にす
るための電磁パルスを供給するように構成された手段を含む。
【００３４】
　測定計器のある実施形態では、該磁化手段は該対象の少なくとも一部を間隔を置いて永
久磁化状態にするように構成される。
【００３５】
　測定計器のある実施形態では、磁化手段は少なくともひとつの永久磁石を含む。
【００３６】
　測定計器のある実施形態では、磁化手段は該対象を少なくとも部分的に囲むように配置
されるいくつかの永久磁石を含む。
【００３７】
　測定計器のある実施形態では、単一の永久磁石又は永久磁石のグループが少なくとも部
分的に周縁構造となるように配置される。
【００３８】
　測定計器のある実施形態では、単一の永久磁石又は永久磁石のグループは開放可能であ
る。
【００３９】
　対象に作用する応力に応答した対象の磁気的性質の変化を測定する測定方法のある実施
形態では、方法は該対象の少なくとも一部を永久磁化状態にするステップと、対象に作用
する応力に応答した対象の磁気的性質の変化を記述する少なくともひとつのパラメータを
測定するステップを含む。
【００４０】
　対象に作用する応力に応答した対象の磁気的性質の変化を測定する測定方法のある実施
形態では、対象の少なくとも一部を永久磁化状態にするために電磁パルスが供給される。
【００４１】
　対象に作用する応力に応答した対象の磁気的性質の変化を測定する測定方法のある実施
形態では、対象の少なくとも一部が間隔をおいて永久磁化状態にされる。
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【００４２】
　対象に作用する応力に応答した対象の磁気的性質の変化を測定する測定方法のある実施
形態では、対象は、少なくともひとつの永久磁石によって、少なくともひとつの永久磁石
を含む磁化手段によって、又は電磁パルスを供給する磁化手段によって永久磁化状態にさ
れる。
【００４３】
　以下、本発明をさらに詳しく実施形態によって添付図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】削岩機トレーラーを示す概略側面図である。
【図２】削岩において出現する応力波を示す概略図である。
【図３】岩石破砕システムを示す概略部分断面側面図である。
【図４】岩石破砕システムの部材を永久磁化状態にする装置を示す概略部分断面側面図で
ある。
【図５】岩石破砕システムの部材を永久磁化状態にする第２の装置を示す別の概略部分断
面側面図である。
【図６】磁化手段構造を示す概略部分断面側面図である。
【図７】図６の磁化手段構造を示す概略部分断面端面図である。
【図８】第２の磁化手段構造を示す概略部分断面端面図である。
【図９】第３の磁化手段構造を示す概略部分断面端面図である。
【図１０】第４の磁化手段構造を示す概略部分断面端面図である。
【図１１】岩石破砕システムの部材を永久磁化状態にする第３の装置を示す概略部分断面
側面図である。
【図１２】応力波の測定結果の一例を示す概略図である。
【図１３】応力波の測定結果の他の例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　岩石破砕は掘削機によって岩に孔を穿孔することによって行われる。あるいはまた、岩
石は破砕ハンマーによって破砕される。この文脈で“岩石”とは、礫岩、石材、地殻、及
びその他の比較的硬い物質も含むものとする。掘削機と岩石破砕ハンマーは衝撃機構を含
み、それが工具に直接又はアダプタを介して衝撃パルスを送る。衝撃パルスは工具を伝播
する応力波を発生する。この応力波が削ろうとする岩石に面する工具端に達すると、波の
作用で工具が岩石に貫通する。応力波のエネルギーの一部は反射波として反射されて、工
具内で反対方向に、すなわち衝撃機構の方へ伝播する。状況によっては、反射波は圧縮応
力波又は張力波だけを含む。しかし、反射波は普通、張力波と圧縮波の両方の成分を含む
。
【００４６】
　図１は掘削機トレーラー１をかなり単純化して示す概略側面図である。掘削機トレーラ
ー１は、移動キャリア２とブーム（ｂｏｏｍ）３を含み、ブームの端に送りビーム（ｆｅ
ｅｄ　ｂｅａｍ）４があり、そこに衝撃機構５と回転機構６を有する掘削機８が設置され
ている。図１の掘削機トレーラー１はさらに工具９を有し、その近位端は掘削機８に結合
され、遠位端は穿孔される岩の方に向いている。工具９の近位端９’は図１において破線
で概略的に示されている。図１の掘削にトレーラー１の工具９はドリルロッド１０ａ，１
０ｂ，及び１０ｃと工具９の遠位端９”におけるドリルビット１１を含む。ドリルビット
１１にはボタン１１ａが設けられているが、他のドリルビット構造も可能である。セクシ
ョンドリルロッドによる穿孔は長孔穿孔とも呼ばれるが、明けようとする孔の深さに応じ
ていくつかのドリルロッドがドリルビット１１と掘削機８の間に取り付けられる。工具９
はまたフィードビーム４に取り付けられたガイド支持部によっても支持される。
【００４７】
　掘削機は上で説明したものと異なる構造を有してもよい。例えば、ダウンザホール（Ｄ
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ＴＨ）穿孔では、衝撃機構は掘削機においてドリルビットのすぐ近くにある穿孔の底部に
位置し、ドリルビットはドリルロッドを介して孔の上にある回転機構に結びつけられる。
【００４８】
　衝撃機構５には圧力媒質の作用の下で往復する打撃ピストンが設けられ、それが直接に
、又は工具９と打撃ピストンの間にあるドリルシャンク又は別の種類のアダプタを介して
工具を打撃する。もちろん、異なる構造の衝撃機構も可能である。衝撃機構５の動作も、
機械的に往復する打撃ピストンなしで電磁気又は油圧を利用するものであってもよく、こ
の文脈で衝撃機構という用語はそのような特性に基づく衝撃デバイスを指すこともある。
衝撃機構５によって発生される応力波は、ドリルロッド１０ａから１０ｃまでに沿って工
具９の遠位端のドリルビット１１の方に送られる。応力波がドリルビット１１に達すると
、ドリルビット１１及びそのボタン１１ａが穿孔する岩石１２を打撃して、穿孔する岩石
１２に強い応力を生じ、それによって岩石１２にクラックが形成される。岩石１２に加え
られる又は作用する応力波の一部は、普通、工具９に反射され、工具９に沿って衝撃機構
５の方へ反射される。
【００４９】
　図２は応力波を示す概略図であり、穿孔される岩石１２の方へ伝播する応力波は参照記
号ｓiで表され，岩石１２から工具９へ反射される応力波は参照記号ｓrで表されている。
【００５０】
　穿孔の間、回転機構６は工具９に連続的に回転力を伝達し、ドリルビット１１のボタン
１１ａの打撃後の位置を変えて次の打撃で岩石１２の新たなスポットを打撃させる。図１
の掘削機トレーラー１はまた送りビーム４に配置された送り機構７を含み、それに対して
掘削機８が動くことができるように配置されている。穿孔の間、送り機構７は掘削機８を
送りビーム４上で前方へ押し出し、それによりドリルビット１１を岩石１２に押しつける
ように配置されている。
【００５１】
　図１は掘削機８の構造に対して現実にあるものよりかなり小さな掘削機トレーラー１を
示している。分かりやすくするために、図１の掘削機トレーラー１は、ただひとつのブー
ム３，送りビーム４，掘削機８、及び送り機構７を有するだけであるが、掘削機トレーラ
ーは送りビーム４，掘削機８、及び送り機構７を有するブーム３を複数備えることができ
ることは明らかである。また、掘削機８は通常、ドリルビット１１がブロックされないよ
うにするために放水手段を含む。分かりやすくするために図１には放水手段は示されてい
ない。掘削機は油圧で操作されるが、空気圧又は電気的に操作することもできる。
【００５２】
　図３は、例えば図１の掘削機トレーラーで用いることができる岩石破砕システム１４を
示す概略部分断面側面図である。図３の岩石破砕システム１４は、衝撃機構５と衝撃機構
５に結合された工具９を含む。図３の岩石破砕システム１４の工具９はドリルロッド１０
ａ，１０ｂとドリルロッド１０ｂの遠位端のドリルビット１１を含む。衝撃機構５はフレ
ーム構造５’と工具９に向けて打撃パルスを供給するように配置された打撃デバイス１５
を含む。図３の実施形態では、打撃デバイス１５は打撃ピストンという形を有するが、打
撃デバイス１５と衝撃機構５が実際に実現される仕方にはいろいろな形がある。図３の衝
撃機構５はまた、ドリルシャンク１６を含み、工具９の近位端９’がそれに固定され、打
撃デバイス１５は打撃を直接工具９に向けずにドリルシャンク１６に向けるように配置さ
れるのでドリルシャンク１６が打撃デバイス１５と工具９の間の中間部材になっている。
図３の衝撃機構５はさらに減衰デバイス１７を含み、これは図３にきわめて概略的に示さ
れているが、ドリルシャンク１６と打撃デバイス１５の間に位置して衝撃機構５のフレー
ム構造５’に支持されている。減衰デバイス１７の役割は、岩石１２から工具９及び衝撃
機構５へ反射して戻ってくる応力波の作用を減衰させることである。減衰デバイス１７は
また、打撃デバイス１５が供給する打撃がドリ・シャンク１６に最適な効果を及ぼすよう
なポイントに打撃デバイスに対してドリルシャンク１６を位置づける役割もする。減衰デ
バイス１７が実際に実施される形は、例えば、圧力媒質で作動するひとつ以上のシリンダ
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である。
【００５３】
　図３の実施形態では、衝撃機構５と、衝撃機構５に結合された工具９が岩石破砕のさい
に応力を受ける岩石破砕システム１４を構成している。しかし、岩石破砕システムの実施
にはいろいろな仕方がある。例えば破砕ハンマーでは、岩石破砕システムは普通、打撃デ
バイスと工具だけを含み、打撃デバイスが供給する打撃は工具９にストレートに伝わる。
実施の仕方によって、岩石破砕システムは油圧、空気圧、又は電気的に作動する、又は岩
石破砕システムの動作は油圧、空気圧、及び／又は電気的に作動するデバイスの組合せと
して実施される。分かりやすくするために、図１と３には岩石破砕システムの動作のため
に必要な、当業者には公知である圧力媒質の配管も電気導線も示されていない。
【００５４】
　図４は、図３の岩石破砕システム１４においてひとつ以上の永久磁石１８を配置できる
いくつかの可能な場所を概略的に示している。分かりやすくするために、衝撃機構５のフ
レーム構造５’は図４では省略されている。永久磁石１８は、永久磁化状態にされること
ができる要素である。永久磁石１８が永久磁化状態にされると、それらは磁界を生じ、岩
石破砕システム１４の部材の少なくとも一部が少なくともひとつの永久磁石１８の磁界の
作用を受けると、岩石破砕システム１４の部材の少なくとも一部がさらに永久磁化状態に
される。さらに、岩石破砕の間に永久磁化状態にされた部材に応力が作用すると、言い換
えると、永久磁化状態にされた岩石破砕システムの部材に応力が作用すると、応力によっ
てその部材の磁気的性質に変化が生ずる。
【００５５】
　少なくとも一部が永久磁化状態にされる岩石破砕システム１４の部材は、例えば、衝撃
機構５，衝撃機構５のフレーム構造５’、打撃デバイス１５，ドリルシャンク１６，減衰
デバイス１７，岩石破砕システム１４の工具９，すなわちドリルロッド１０ａ，１０ｂ，
１０ｃ及び／又はドリルビット１１，などである。少なくとも一部が永久磁化状態にされ
る岩石破砕システム１４の部材は、また、例えば衝撃機構におけるアダプタ又は結合スリ
ーブであってもよい。永久磁化状態にされる岩石破砕システム１４の部材は、このように
岩石破砕のさいに出現する応力又は応力波を発生、伝播、又は減衰させる部材である。
【００５６】
　永久磁化状態とは、永久磁石のように比較的長い時間残っている磁化の状態、外部磁気
源の断続的印加によって維持される磁化の状態、外部磁界への曝露から部材物質に生じて
内部に残っている磁化の状態、又は測定期間中に外部磁気源によって維持される必要がな
い持続的な磁化の状態、である。永久磁化状態が能動的手段（そのいくつかの例をあとで
示す）又は永久磁石などの非能動的手段による一回の断続的印加で得られること可能であ
る。
【００５７】
　部材の磁気的性質の変化とは、例えば、部材の磁界の変化、部材の磁界の磁束の変化、
又は部材の磁化の状態又は強度の変化、などである。部材の磁気的性質の変化は、このよ
うに応力を受けている部材の物質の状態変化の結果である。本発明のソリューションは永
久磁化の状態を扱うので、応力を受ける部材の磁気的性質の変化を高い一貫性で検出でき
る。
【００５８】
　図４では、複数の永久磁石１８が支持構造１９に固定され、円形の形状を有するので、
永久磁石１８を部材を囲むように配置し、部材の少なくとも一部が少なくともひとつの永
久磁石１８によって永久磁化状態にされるようにすることができる。図４では、永久磁石
１８は、工具９のロッド１０ａ、ドリルシャンク１６，減衰デバイス１７及び打撃デバイ
ス１５を囲むように配置されている。
【００５９】
　図５は、図３の岩石破砕システム１４においてひとつ以上の永久磁石１８を配置できる
別の可能な場所を概略図で示している。図５でも、永久磁石はやはり円形の形状を有する
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が、図４に示された支持構造はなくなっている。図５の実施形態では、衝撃機構５のフレ
ーム構造５’、ドリルシャンク１６、減衰デバイス１７及び打撃デバイス１５に空所２０
が形成されており、それにより部材の空所２０に永久磁石１８を配置することによって前
記部材の内側に永久磁石を配置できる。例えば、ドリルロッド１０ａの内側もある種の空
所を形成しており、少なくともひとつの永久磁石１８をそこに配置できる。ドリルシャン
ク１６では、永久磁石１８を、例えば放水（ｆｌｕｓｈｉｎｇ）チャンネル３１に配置で
きる。ドリルシャンク１６において放水チャンネルがある種の空所を形成している。
【００６０】
　図４と５は、岩石破砕システム１４で永久磁石１８を配置できるいくつかの可能な場所
を概略的に示している。しかし、装置はひとつの岩石破砕システム部材の少なくとも一部
を永久磁化状態に配置するための永久磁石をただひとつ含む。あるいはまた、装置はひと
つ以上の岩石破砕システム部材の少なくとも一部を永久磁化状態に配置するための永久磁
石を２つ以上含む。したがって、装置には、各々がひとつの関連永久磁石１８を有するい
くつかの岩石破砕システム部材があるか又はいくつかの関連永久磁石１８を有するひとつ
以上の岩石破砕システム部材がある。後者の実施形態の例も図４と５に概略的に示されて
おり、図４はドリルシャンク１６を囲む２つの続いた永久磁石１８を示し、図５は衝撃機
構５のフレーム構造５’の空所２０に配置された２つの続いた永久磁石１８を示している
。装置でひとつの岩石破砕システム部材に関連する永久磁石がいくつかある場合、それら
の永久磁石は特定の岩石破砕システム部材の周方向で互いに続くように配置することもで
きる。この場合、複数の永久磁石が、例えば長方形の形を有することができる。
【００６１】
　図４と５の例では、永久磁石は岩石破砕システム部材の近くに恒久的に配置されるので
、図４と５の例では永久磁石は岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を連続的に永久
磁化状態にする。
【００６２】
　図４と５はまた、岩石破砕動力の少なくともひとつのパラメータを岩石破砕システム部
材の磁気的性質の変化に基づいて測定する手段を概略図で示している。部材の磁気的性質
の変化は、岩石破砕システム１４の動作の間に岩石破砕システム１４の部材に作用する応
力波などの応力によって生ずる。
【００６３】
　図４において、岩石破砕システムの部材の磁気的性質の変化に基づいて岩石破砕動力の
少なくともひとつのパラメータを測定する手段は測定コイル２１であり、図４の実施形態
では、ドリルロッド１０ａの近くの永久磁石１８によって永久磁化状態に配置されるドリ
ルロッド１０ａの領域にドリルロッド１０ａを囲むように配置される。しかし、これに代
えて、測定コイル２１は他の岩石破砕システム部材の近くで永久磁石１８によって永久磁
化状態にされる部材の領域に配置してもよい。また、２つ以上の測定コイル２１が特定の
ひとつ以上の部材の磁気的性質の変化を測定するために同じ又は異なる岩石破砕システム
部材の近くにあってもよい。部材の磁気的性質の変化により、部材の磁気的性質の変化と
等価な電圧又は電流が測定コイルに誘導される。誘導される電圧又は電流は、逆に、特定
岩石破砕システム部材に作用する応力を表す。
【００６４】
　図５において、部材の磁気的性質の変化を測定するための測定部材は磁気センサ２２で
あり、図５の実施形態で、これはドリルシャンク１６に、ドリルシャンク１６において永
久磁石１８によって永久磁化状態に配置されるドリルシャンクの領域に配置される。しか
し、これに代えて、磁気センサ２２は他の岩石破砕システム部材に、永久磁化状態に配置
される部材の領域に配置してもよい。また、２つ以上の磁気センサ２２を、特定のひとつ
以上の部材の磁気的性質の変化に基づいて岩石破砕動力の少なくともひとつのパラメータ
を測定するために同じ又は異なる岩石破砕システム部材に配置してもよい。磁気センサ２
２は、例えば、コイル、磁力計、磁気抵抗素子、又はホールセンサである。
【００６５】
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　測定部材によって得られた測定情報は、矢印２３で概略的に示された有線結合又は無線
結合によって、データ処理ユニット２４に送られる。データ処理ユニット２４は測定部材
によって得られた測定情報を処理又は修飾して測定部材によって得られた測定情報の意味
がある表現に到達するためのソフトウエア及び／又はハードウエア手段を含み、測定情報
を分析及び／又は利用して岩石破砕システム１４又は掘削機トレーラー１全体又は岩石破
砕ハンマーの動作を制御できるようにする。例えば、特許文献３及び４で開示されている
処理又は修飾方法を適用することができる。
【００６６】
　永久磁石１８が岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を永久磁化状態にするために
用いられるとき、岩石破砕システム部材に作用する応力のために岩石破砕システム部材の
磁気的性質の変化の測定に乱れは生じないが、従来技術のソリューションは岩石破砕シス
テム部材の磁気的性質の変化を測定すると同時に岩石破砕システム部材を磁化する磁化コ
イルを含むため、この乱れが発生する。
【００６７】
　岩石破砕動力を測定する装置の動作を考えると、永久磁石など測定動作に関連する計器
は、非導電性材料から製造されることが好ましい。しかし、コイルがあるとすれば、それ
は当然ながら導電性材料で作られる。
【００６８】
　図６は、岩石破砕システム部材の少なくとも一部を永久磁化状態にすることを意図した
磁化手段構造２７を示す概略一部断面側面図であり、図７は、図６の磁化手段構造２７の
概略一部断面端面図を示す。磁化手段構造２７は、単一の永久磁石１８を含み、図６と７
の実施形態ではそれはリング形状を有し、岩石破砕システム部材、すなわち図６と７の例
では、ドリルロッド１０ａを囲むように配置される。永久磁石１８は、永久磁石１８を囲
むジャケット２５と端板２６を含む支持構造１９の内側に挿入されるので、支持構造１９
は閉じた構造となって永久磁石１８を支持構造１９の内側に囲い込む。分かりやすくする
ために、ジャケット２５の断面を表す線は図７には示されない。端板２６の少なくともひ
とつは永久磁石１８を支持構造１９の内側に挿入するために取り外すことができる。支持
構造１９は永久磁石１８からの磁界を岩石破砕システム部材へ導くガイド部材を構成して
岩石破砕システム部材の少なくとも一部を永久磁石１８から供給される磁界によって永久
磁化状態に配置する。
【００６９】
　図６と７の実施形態では、リング状の永久磁石１８は、岩石破砕システム部材すなわち
ドリルロッド１０ａを完全に囲むように配置される。問題の岩石破砕システム部材を部分
的に又は完全に囲む永久磁石１８は別の曲線形状であってもよい。問題の岩石破砕システ
ム部材を少なくとも部分的に囲む永久磁石１８の形状又は形態は、曲線又は円環形状以外
の別種の少なくとも部分的に囲繞する形状であってもよい。
【００７０】
　図６と７の実施形態では、また、測定センサ２２が永久磁石１８の内縁の内側に配置さ
れる。このように、図６と７の実施形態は永久磁石１８、すなわち少なくともその一部が
永久磁化状態に配置される要素、と測定部材、すなわち測定センサ２２、との組合せを与
える。測定センサ２２の端（図示せず）は、例えば、測定センサ２２がコイルの形である
場合、端板２６を通って延びるように配置される。
【００７１】
　図８は第２の磁化手段構造２７を示す概略部分断面端面図である。分かりやすくするた
めに、ジャケット２５の断面を表す線は図８には示されていない。図８では、図７と比較
すると、図６のリング状の永久磁石１８が丸棒の形のいくつかの永久磁石に置き換えられ
、それらが支持構造１９のジャケット２５で互いに隣接して配置され、永久磁石１８が問
題の岩石破砕システム部材、すなわちドリルロッド１０ａ，の全周を囲む形になっている
。
【００７２】
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　図９は、第３の磁化手段構造２７を示す概略部分断面端面図である。分かりやすくする
ために、ジャケット２５の断面を表す線は図９には示されていない。図９では、図８と比
較すると、丸棒の形のリング状永久磁石１８が支持構造１９のジャケット２５で互いに隣
接して配置され、永久磁石１８が問題の岩石破砕システム部材、すなわちドリルロッド１
０ａ，の周の一部だけを囲むようになっている。
【００７３】
　図６から９までの実施形態では、いくつかの永久磁石、すなわちひとつ以上の永久磁石
があって、岩石破砕システム部材の少なくとも一部を永久磁化状態にするように岩石破砕
システムの部材を少なくとも部分的に囲むように配置されている。図８と９の実施形態に
おいて、棒状の永久磁石の断面形状は丸い形と異なるものであってもよい。
【００７４】
　図１０は、第４の磁化手段構造２７を示す概略部分断面端面図である。分かりやすくす
るために、ジャケット２５の断面を表す線は図１０には示されていない。図１０の磁化手
段構造２７は２つの部分２７’、２７”を有し、各々支持構造１９を含み、永久磁石１８
と測定センサ２２は半円弧の形を有する。２つの部分２７’、２７”は、例えばジョイン
トヒンジを用いて互いに組み合せ、部分を互いに対置させることによって丸い形を有する
ひとつの磁化手段構造２７を形成することができる。測定センサ２２も互いに結合させる
ことができる。分かりやすくするために、図１０の部分２７’、２７”は、その間に小さ
な距離を有するように示され、ジョイントヒンジは図１０には示されていない。図１０の
磁化手段構造２７は岩石破砕システム部材のまわりに、部材の端の方からだけでなく部材
の側面の方からも組み立てることができる。
【００７５】
　図１０の実施形態では、２つの永久磁石から成るグループを合わせて配置して周縁構造
を形成し、それを開いて永久磁石のグループを岩石破砕システム部材のまわりに配置する
ことができる。図１０の実施形態では、２つの永久磁石が実際には単一の永久磁石を構成
して岩石破砕システム部材の周りに配置される。また、この周縁構造とは異なる形状又は
形態の永久磁石を何らかの仕方で開放可能に配置することもできる。また、測定部材も、
図１０に関して上で説明したと同様の仕方で開放可能に配置することができる。磁化手段
及び／又は測定部材の構造が開放可能であるとき、岩石破砕システムの付近にそれを設置
して、又は岩石破砕システムを少なくとも部分的に囲むような仕方で開くようにすること
ができる。また、それは磁石、磁化手段、岩石破砕システム、又は掘削機トレーラーなど
の岩石破砕デバイス、の保守及び点検のために開くこともできる。
【００７６】
　図６から１０までの実施形態では、単数又は複数の永久磁石１８は導電性材料から製造
することができ、ジャケット２５が非導電性材料で作られていれば、岩石破砕動力の測定
に何も劣化的な有害な影響を及ぼさない。
【００７７】
　図６から１０までの例では、磁化手段構造２７は対象の磁気的性質の変化を測定する測
定計器を提供又は構成し、この測定計器は、対象の少なくとも一部を永久磁化状態にする
少なくともひとつの磁化手段と、対象に作用する応力に応答した対象の磁気的性質の変化
を記述する少なくともひとつのパラメータを測定するための少なくともひとつの測定部材
を含む。図６から１０までの例では、この対象はドリルロッド１０ａである。このように
、測定計器は、対象の少なくとも一部を永久磁化状態に配置するための少なくともひとつ
の磁化手段と、対象に加えられる応力に応答した対象の磁気的性質の変化を記述する少な
くともひとつのパラメータを測定するための少なくともひとつの測定部材の両方を含む。
磁化手段は、例えば、上述したような永久磁石１８，又は磁化コイル２８，又はあとで説
明するようなひとつ以上の永久磁石１８と磁化コイル２８の組合せなどである。測定部材
は、例えば、上述したような測定コイル２１又は磁気センサ２２である。測定計器の構造
は、例えば図１０の例に関する記述で上に開示したように開放可能である。本明細書の例
では、測定計器は岩石破砕システム１４の部材の磁気的性質の変化を測定するために用い
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られるが、一般的には、開示された測定計器は応力を受ける他の対象の磁気的性質の変化
を測定するためにも用いられる。
【００７８】
　上述の例では、岩石破砕動力を測定する装置で、少なくともその一部が永久磁化状態に
される要素はこのように永久磁石であり、この永久磁石の磁界がさらに岩石破砕システム
の部材の少なくとも一部を永久磁化状態にする。あるいはまた、岩石破砕動力を測定する
装置において、少なくともその一部が永久磁化状態にされる要素はまた、岩石破砕システ
ムの部材であってもよい、すなわち、例えば図１１を参照すると、衝撃機構５，打撃デバ
イス１５，ドリルシャンク１６，減衰デバイス１７，岩石破砕システム１４の工具９，例
えばドリルロッド１０ａ，１０ｂ、１０ｃ、及び／又はドリルビット１１，そして図１１
には示されていない衝撃機構５のフレーム構造５’など、であってもよい。岩石破砕シス
テムの部材の少なくとも一部が永久磁化状態にされるとき、部材自身が永久磁化状態にさ
れ、それにより部材自身も磁気的性質を有し、その変化が測定されて、部材の磁気的性質
の変化に基づいて岩石破砕動力の少なくともひとつのパラメータが測定される。
【００７９】
　図１１は磁化手段として用いられる磁化コイル２８を示しており、これは岩石破砕シス
テム１４の部材の少なくとも一部を永久磁化状態にするために用いられる。図１１の例で
は、ひとつ以上の磁化コイル２８がドリルロッド１０ａ、ドリルシャンク１６，減衰デバ
イス１７，及び打撃デバイス１５を囲むように配置されている。ひとつ以上の磁化コイル
２８は、また、打撃デバイス５のフレーム構造を囲むように配置できる。図１１では、ド
リルロッド１０ａ、減衰デバイス１７，及び打撃デバイス５がただひとつの磁化コイル２
８によって囲まれているが、２つ以上の磁化コイル２８によって囲まれるようにすること
もできる。磁化コイル２８は、また、岩石破砕システム部材に設けられた空所に、図５の
例における永久磁石と同様の仕方で挿入することもできる。岩石破砕システム１４の部材
の磁気的性質の変化は、例えば図４と５の例で説明したように測定される。
【００８０】
　図１１の装置はまた、電源２９を含み、これは矢印３０で示される結合によって磁化コ
イルに必要な電力を供給するように構成される。電源２９は、岩石破砕システム１４の部
材の少なくとも一部を永久磁化状態にするための電磁パルスを供給するように構成される
。電磁パルスの長さ、形、及び振幅は固定されていても、可変であってもよい。岩石破砕
システム１４の部材は、岩石破砕システムの動作状態に基づいて、測定部材の動作に基づ
いて、又は岩石破砕システム１４の部材の磁気的性質の変化に基づいて、間隔をおいて、
例えば規則的間隔で、永久磁化状態にされる。岩石破砕システム１４の部材の少なくとも
一部が岩石破砕システム１４の部材を使用する前に永久磁化状態にされることもある。
【００８１】
　岩石破砕システム１４の部材が間隔をおいて永久磁化状態にされる場合、いくつかのタ
イム期間に磁化の作業が行われる。このタイム期間は、絶対時刻、岩石破砕時刻、ワーク
シフト期間、などと関連する。間隔（インターバル）はまた、岩石破砕作業、例えば穿孔
距離、工具９から受ける打撃回数、打撃エネルギー、又は工具９を伝わるエネルギー一般
、などにも基づいて定められる。間隔（インターバル）はまた、少なくともそのインター
バル内に磁化作業が行われるようにするために用いられる。すなわち、ある定められたイ
ンターバル内で磁化作業が行われていない場合、磁化の作業が実行される。
【００８２】
　岩石破砕システムの部材が岩石破砕システム１４の動作状態に基づいて永久磁化状態に
される場合、磁化の作業は、例えば、打撃デバイス１５が休んでいる状態の間に、例えば
引き続く打撃の間、打撃シリーズの間、孔を穿ち始めたとき、新しいドリルロッド１０ａ
への交換の間、穿孔が完了したとき、穿孔のために岩石破砕システムを位置決めしている
とき、岩石破砕システム又はデバイス、例えば掘削機トレーラー１を岩石破砕現場で、移
動する間、に実行することができる。
【００８３】
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　岩石破砕システム１４の部材が測定部材の動作に基づいて永久磁化状態にされる場合、
磁化作業は測定部材が休んでいる状態にある間、又は、例えば測定の質が磁化の状態が不
適切なために低下していると認められた時、に実行される。磁化の作業はまた、測定され
た値又は測定結果に基づいて実行されてもよい。測定された値又は測定結果は別のセンサ
、多分岩石破砕システム又は測定システムの外部にあるセンサ、から得られる。
【００８４】
　岩石破砕システム１４の部材が岩石破砕システムの部材の磁気的性質の変化に基づいて
永久磁化状態にされる場合、磁化作業は信頼できる測定情報が得られなくなるほど永久磁
化状態が変化したと認められた時に実行される。
【００８５】
　岩石破砕システム１４の部材がその岩石破砕システム１４においてその部材が使用され
る前に永久磁化状態にされる場合、その部材の少なくとも一部が、例えば、その部材の製
造の後で、工場又は岩石破砕システムの使用現場でその部材を岩石破砕システムに組み立
てる前に、又はその部材を岩石破砕システムに組み立てた後でしかしその岩石破砕システ
ムの実際の作動の前に、永久磁化状態にされる。したがって、その岩石破砕システムの部
材の少なくとも一部が岩石破砕システムの外部の磁界によって永久磁化状態にされる。
【００８６】
　磁化の作業は、例えばデータ処理ユニット２４によって制御される。
【００８７】
　上の図１１の例とそれに関連した説明では、岩石破砕システムの部材は磁化手段として
磁化コイル２８だけを用いて永久磁化状態にされる。しかし、永久磁石と磁化コイル２８
を組み合わせてすることも可能である。また、磁化コイル２８を用いる代わりに、永久磁
石だけを用いて岩石破砕システムの特定部材を永久磁化状態にするために、上で説明した
ように特定の時間期間だけ永久磁石を特定の岩石破砕システム部材の近くに配置すること
も可能である。また、永久磁石だけを用いて岩石破砕システムの部材の少なくとも一部を
断続的に永久磁化状態にすることも可能である。
【００８８】
　岩石破砕システムの部材の少なくとも一部が永久磁化状態にされ、必要ならばその永久
磁化状態が刺激される場合、岩石破砕システムの部材自身が、部材の磁気的性質の変化に
基づいて岩石破砕動力のパラメータを測定するときに観測される磁気的性質を与える。こ
の場合、岩石破砕システム部材に作用する応力による岩石破砕システム部材の磁気的性質
の変化の測定に乱れは生じない。従来技術のソリューションでは、岩石破砕システム部材
の磁気的性質の変化の測定の間に同時に岩石破砕システム部材を磁化するために磁化コイ
ルを用いるので、この乱れが発生する。
【００８９】
　ある実施形態では、磁化コイル２８が測定コイルとしても用いられる。この実施形態で
は、磁化コイル２８は、岩石破砕システムの部材を永久磁化状態に配置するための電磁パ
ルスを供給するためにも、部材が永久磁化状態に配置された後、すなわち磁化コイルが岩
石破砕システムの部材を永久磁化状態に配置するために用いられていないときに部材の磁
気的性質の変化に基づいて岩石破砕動力のパラメータの測定を行うためにも用いられる。
【００９０】
　図１２と１３は応力波の測定結果の例を概略図で示しており、図１３は図１２の測定の
最初の部分をさらに詳しく示している。図１２と１３で、破線は岩石破砕システム部材に
取り付けられた歪みゲージによって測定された応力波を表す。連続した線は、こちらは永
久磁石を用いて同じ岩石破砕システム部材を永久磁化状態にしたとき、測定コイルによっ
て測定された同じ応力波を表している。図１２と１３から、本発明のソリューションによ
って得られる応力波測定は歪みゲージによって得られる測定に対応することが見られる。
歪みゲージによる測定は、歪みゲージが岩石破砕システム部材に直接固定されるので、岩
石破砕システム部材に現れる応力波に正確に追従していると考えられる。
【００９１】
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　上で開示された測定装置の例は岩石破砕のさいに岩石破砕システムに作用する応力波の
測定に関するものであるが、この測定装置はまた別の仕方で岩石破砕動力又は関連パラメ
ータの測定に利用できる。この測定装置はまた、他の現象又は事象の決定、例えば打撃頻
度又は破砕された岩石の特性の決定、並びに岩石破砕システム又はその部材の状態監視、
にも利用できる。
【００９２】
　技術の進歩に伴って本発明のコンセプトはいろいろな仕方で実施できるようになるとい
うことは当業者には明らかであろう。本発明及びその実施形態は、上で説明した例に限定
されるものではなく、特許請求の範囲内でいろいろと変更できるものである。
【符号の説明】
【００９３】
　５　　衝撃機構（部材、要素）
　５’　　フレーム構造（部材、要素）
　９　　工具（部材、要素）
　１０ａ，１０ｂ，１０ｃ　　ドリルロッド（部材、要素）
　１１　　ドリルビッド
　１４　　岩石破砕システム
　１５　　打撃デバイス（部材、要素）
　１６　　ドリルシャンク（部材、要素）
　１７　　減衰デバイス（部材、要素）
　１８　　永久磁石（磁化手段、要素）
　２０　　空所
　２１，２２　　測定部材
　２８　　磁化手段

【図１】 【図２】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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